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１ 地域での議論の振り返り（第１回地域医療構想調整会議等の結果）

２ 今後の検討の進め方

３ ご意見いただきたい事項

〇 新たな地域医療構想の策定は遅くとも2028（令和10）年度までとされているが、

本県では、国の検討状況を踏まえ、先行して議論を開始している。

〇 地域での議論では、概ね、令和８年度第１回地域医療構想調整会議にて、「構想

区域の設定」に関する各地域の意見を取りまとめた（川崎地域は、第２回で継続議

論の予定）。

〇 本資料では、これまでの地域での議論を振り返り、今後の検討の進め方について

説明する。
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１ 地域での議論の振り返り（第１回地域医療構想調整会議等の結果）

• 構想区域は現状のままとする。

➣ ただし、川崎地域は、第２回地域医療構想調整会議で継続議論し、意見を取りまとめ予定

構想区域の設定

入院医療、外来・在宅医療、介護との一体的な検討に関する推進体制の整備

• 在宅医療・介護連携の協議については、市町村等に設置される“既存の協議体”と連携して検討
を進める（参考 次頁）。

• 該当の会議体は、市町村等と今後、協議・調整の上、決定する。

• 運営にあたっては、委員構成や議題の設定等を工夫し、議題に応じ柔軟な運営を考慮する。

その他、委員からの主な意見

• 慢性期の高齢者の対応では、医療と介護の連携は非常に重要。市町村が主体でさらに進めてほしい。

• 退院後の受け皿となる在宅医療・介護提供は自宅、介護施設、サ高住等集住形態と様々。在宅側の受け皿
(供給)と要介護者等の実態(需要)が現状見えにくいため、今後は現状と課題を整理し議論すべき。

• 在宅医療・介護連携推進事業での現行の協議は各論になることが多い。保福事務所等で取りまとめる、検
討議題を絞り込み、データの活用、課題の優先づけ等、会議運営上の工夫が必要ではないか。
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今後の検討／推進体制

２ 今後の検討の進め方（検討／推進体制イメージ）

神奈川県医療審議会

神奈川県保健医療計画推進会議
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重要事項
の調査審議

県全体の
検討・推進

地域ごとに
医療関係者や
市町村の
意見聴取・

協議

地域医療構想
調整会議

(例) 既存の会議体：
在宅医療・介護連携に係る会議体、地域包括ケア会議・在宅
医療推進協議会等と連携

地域・市町村の意見
聴取・課題共有・

とりまとめ

地区保健医療福祉推進会議

相互に連携
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✓ 地域医療構想調整会議の
議論状況を集約

✓ 共通する課題の抽出や解
決に向けた全県的な方針
の整理・取組等の決定

【会議体の役割】

✓ 保健医療計画推進会議での
方針も踏まえ、各地域での
方針の整理・取組等の決定、
情報共有・意見交換

✓ 在宅医療・介護連携事業等
の取組状況や課題の整理

✓ 調整会議との課題共有、取
組推進

※地域医療構想調整会議等だけで地域の医療提供体制に関するすべての議論を行うことは難しいため、
５疾病・６事業等、各専門領域での具体の議論が必要な場合、関係会議体とも連携して議論を行うことを想定



２ 今後の検討の進め方（検討プロセス） 

○ 県では、国のガイドライン発出前ではあるが、国の検討会のとりまとめ（地域医療構想

策定ガイドライン骨子）を踏まえ、次のようなプロセスで検討を進めることを想定

プロセス 主な検討事項 国の検討会取りまとめを踏まえた検討内容等

１ 構想区域の設定 川崎地域を除き、現行のまま

⇒ 設定した区域における必要病床数の算出

２ 現状と課題の
把握・抽出

① 構想区域単位で、医療と介護の連携を含む医療提供に係る現状及

び課題の把握・共有と取り組むべき課題の設定

② 各地域共通の課題など、県全体で取り組むべき課題等の抽出、優

先順位の検討

３ 取組（対応）の
方向性の決定と
推進

① プロセス２で設定した取り組むべき課題への対応策の検討

② 医療機関機能(提供体制)の確保や、病床機能分化・連携の推進、

慢性期需要(介護連携含む)等への対応に向けた取組について検討

③ 取組の方向性を決定し、地域医療構想へ反映の上、推進
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※これらの検討は、国が示すガイドライン等により前後又は並行して実施する場合があり得る。



２ 今後の検討の進め方（検討する主な事項）

○ 国の検討会のとりまとめでは、次の区分ごとに検討する主な事項が示され、各構想区域

で検討するように求められている。

○ このため、今後、本県でも、これらの事項を踏まえつつ、人口動態等に応じた各地域の

入院医療、在宅医療等の医療提供体制の確保について、データも活用して、地域及び広域

的な課題・取組を整理・検討していく。

（出典)厚生労働省,地域医療構想及び医療計画等に関する検討会、新たな地域医療構想に関するとりまとめ(ガイドライン骨子)

区分 検討する主な事項

入院医療 持続可能な急性期医療の確保
高齢者救急の受け入れ体制の整備
早期に地域に復帰を目指す体制の整備
在宅医療との連携した体制の整備

外来医療 外来医療提供体制の維持

在宅医療 在宅医療の受け皿の整備
医療機関と訪問看護、介護施設等と連携した体制の整備

介護との連携 医療・介護の複合ニーズを有する患者への対応の推進

人材確保 地域における医療人材の確保

6



２ 今後の検討の進め方（地域医療構想調整会議での議論）

○ 今後の調整会議では、これまでの意見を参考に事務局で整理した次の課題（案）を軸に検討

区分 地域での検討のなかで共通した主な意見 事務局で整理した課題・検討テーマ(案)

入院医療
外来医療

✓ 医療投入量の少ない高齢者の救急搬送や時間外診療は増加し
ている。各地域共通でさらに高齢者が増加する中、供給し続
けられる地域(状況)なのか疑問

✓ 高齢者の救急入院は、時に本人・家族の意向もあり長期化傾
向。自地域だけの調整が困難

✓ 高齢者救急受入後の退院・転院調整は、調整相手が多様で困
難な場合が多い。

✓ 救急搬送受入後、報酬評価された下り搬送だけでなく、上り
搬送の調整も地域で検討すべき。

入院医療
• 増加する高齢者等への救急医療提供体制
• 在宅療養での急変時等の入院対応
• 高齢者救急受入後の退院・転院調整
• 救急搬送受入後の下り及び上り搬送の調整

外来医療
• 休日、夜間等の診療体制の継続的な確保

在宅医療 ✓ 病院側からは、訪問診療、緊急往診等対応体制(受け皿)があ
るのかがわからない。

✓ 急変時対応だけでなく、自宅での軽度な状態変化や看取り困
難等で病院搬送に繋がっている事例もある。

• 訪問診療、緊急往診等対応体制の確保
• 軽度な状態変化時や急変時対応、看取り支援等場

面毎の協力体制の確保と人材育成のあり方
• 日常療養継続困難時の病診連携体制の確保

介護との
連携

✓ 民間事業所も多く、急変時対応(救急搬送含)における介護施
設や訪問看護/介護事業所等との切れ目のない入退院調整が円
滑とはいえない。

• 軽度な状態変化時や急変時対応における介護施設
や訪問看護／介護事業所等との切れ目のない入退
院調整

人材確保 ✓ 人材紹介料の負担が大きい。
✓ 医療だけでなく介護人材の不足も合わせて考える必要がある
✓ 一方で「人材の確保・維持」は生産年齢人口減で限界。「活

用しあう」「人的協力」「育成支援」等の検討も必要

• 広域的な人材確保、人的協力のあり方・仕組みの
整備
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２ 今後の検討の進め方（当面の主な想定） 
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〇 第２・３回県保健医療計画推進会議及び各地域医療構想調整会議においては、

次のようなイメージで議論を進めていくことを想定

【当面の主な想定（イメージ）】

第２回
県保健医療計画推進会議
(７月21日開催)

• 各地域での現状・課題の検討に当たっては、検討事項が多いため、第２回調整会議
で提示予定のデータを活用した課題整理の考え方も踏まえ、必要に応じて優先的に
議論すべきテーマを確認・選定

第２回
地域医療構想調整会議
(８～９月予定)

• 地域ごとの課題の確認・整理
※ 地域により人口規模や医療資源等が異なり、優先し検討する課題が異なるこ
とが想定されるため、県データ分析チーム構成員(横浜市立大学清水氏)から、
地域課題を共通認識の上、整理が進むよう医療関連データ等の分析結果を提示予定

※ 県及び市町村から協議に必要な情報(データ)提供
※ 議論に際しては、県保健医療計画推進会議で整理した優先テーマも考慮

第３回
県保健医療計画推進会議
（９月中下旬開催予定）

• 各地域医療構想調整会議での議論状況を共有
• 各地域で議論を進めるに当たって検討すべき点等を確認・検討
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３ ご意見いただきたい事項
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〇 県としては、「今後の検討の進め方」（スライド４～８）で記載した考え方等

で進めることをご了承いただきたいと考えているが、いかがか。

〇 特にスライド７の太枠囲い部分で示した「事務局で整理した課題・検討テーマ

（案）」について、今後各地域で、現状把握や課題を整理する上で必要な事項と

考えるが、加除修正等がないか、ご意見をいただきたい。



説明は以上です。
※次のページ以降は参考資料です。
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11

【参考】
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【参考】



○ 国の検討会では、令和８年度から報告が予定されている医療機関機能報告に
ついて、上記の報告を求めることが示されている。
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【参考】



〇 国の検討会では、医療機関機能として想定されている機能として上記が示され、2028
（令和10）年度までに、急性期拠点機能など、医療機関機能の設定を求めている。
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【参考】
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【参考】
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